
プッシュメールサービスとは

メール例 （参考資料 参照）

医薬品医療機器総合機構です。
本日「医薬品・医療機器等安全性情報」（No.273, 2010年10月26日付）が

発出されましたのでご案内いたします。
「医薬品・医療機器等安全性情報」は当機構ウェブサイト

( http://www.info.pmda.go.jp/iyaku_anzen/anzen2010.html )でご覧
いただけます。

========================================
医薬品医療機器総合機構 安全性情報課
登録内容の変更、削除等につきましては
http://www.info.pmda.go.jp/info/push_hajimeni.html
をご覧ください。
その他のお問い合わせ先はこちら push-master@pmda.go.jp

電子メール受信側で操作することなしに送信された電子メールが即時に届けられる技
術を利用したサービス。
医薬品医療機器総合機構（PMDA）では、登録者に緊急安全性情報、使用上の注意の
改訂通知、回収情報、承認情報等の情報を提供している。
平成１７年より開始。

情報を掲載しているPMDAウェブサイトを案内

プッシュメールサービスの現状について
資料 ３
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プッシュメールのシステム

PMDA
システム

登録

メール配信

利用者

厚生労働省

（現状）新たな安全性情報がPMDAウェブサイトに掲載されたときにその情報を利用者に通知
される。
利用者はメールに示されたウェブページで情報を入手する
電子ファイルを送付する機能は未実装

業界

PMDA

医薬品安全対策情報（DSU)

PMDA医療安全情報

緊急安全情報
医薬品・医療機器等安全性情報
使用上の注意改訂指示通知（医薬品／医療機器）
自主点検通知
回収情報（クラスⅠ回収；医薬品／医療機器）
承認情報（医療用医薬品／医療機器）

・医療関係者
・製造販売業者

・医療関係教育機
関所属の方

等

ウェブサイト
掲載情報



配信サービス登録件数の推移
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医薬品医療機器情報配信サービス登録内訳

施設 登録件数
病院 7,012
一般診療所 4,656
歯科診療所 2,796
薬局 7,147
医薬品一般販売業 378
医薬品卸売一般販売業 853
その他の医療関係施設 619
医療関係教育機関 311
医療関係団体（医師会・薬剤師会など） 148
開発業務受託機関（ＣＲＯ）、治験施設支援機関（ＳＭＯ） 240
学会・患者会等の団体 39
医薬品・医療機器の製造販売業者 4,386
医薬品･医療機器の製造販売業関係団体 458
高度管理医療機器等販売業・賃貸業 862
薬務行政（厚生労働省、都道府県） 286
出版・報道関係 218
その他関係者 74
不明 2
合計 30,485

データ：平成22年11月2日抽出
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プッシュメール配信実績

2009年度 (回） 2010年度10月まで （回）

緊急安全性情報 0 0

医薬品・医療機器等安全性情報 11 6

使用上の注意改訂指示通知（医薬品） 14 9

使用上の注意改訂指示通知（医療機器） 1 0

自主点検通知 2 1

ＤＳＵ（医薬品安全対策情報） 10 6

PMDA医療安全情報 6 4

回収情報（クラス Ｉ 分 医薬品（輸血用血液製剤等）） 65 15

回収情報（クラス Ｉ 分 医薬品（輸血用血液製剤等以外）） 0 0

回収情報（クラス Ｉ 分 医療機器） 11 4

承認情報（医療用医薬品） 43 43

承認情報（医療機器） 10 7

その他（安全対策関係通知等） 15 14

合計 188 109



プッシュメールサービスの周知方法

・DSUへのパンフレットの折り込み
・講習会等での紹介
・厚生労働省発出通知中での紹介
・PMDAウェブサイト 等

（参 考）本通知を含め、医薬品・医療機器の安全性に
関する特に重要な情報が発出された際に、その情報を
メールによって配信する「医薬品医療機器情報配信
サービス」が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構
において運営されております。以下のＵＲＬから登録で
きますので、ご活用下さい。

医薬品医療機器情報配信サービス
http://www.info.pmda.go.jp/info/idx-push.html

（安全対策課より発出される通知に挿入）



平成21年度 適正使用情報提供状況確認等事業 結果概要

調査目的

製造販売会社から医療機関への医薬品添付文書改訂等の適正使用情報提供状況

調査結果②

プッシュメール登録状況 0% 20% 40% 60% 80% 100%製造販売会社から医療機関 の医薬品添付文書改訂等の適正使用情報提供状況
の確認

医療機関における適正使用情報の院内周知状況の確認

（独）医薬品医療機器総合機構による医薬品医療機器情報配信サービス（プッシュ
メ ル）への登録推進

プッシュメ ル登録状況

＜全体＞
登録：40.7%、非登録：59.3%

＜病院＞
登録：46.4%、非登録：53.6%

＜診療所＞

15.5

46.4

84.5

53.6

診療所

病院メール）への登録推進

調査方法

全3回にわたるWebアンケート調査を実施。

＜診療所＞
登録：15.5%、非登録：84.5%

添付文書改訂情報の入手状況

46.4 53.6病院

登録している 登録していない

各回3,000箇所（病院、診療所各1,500箇所）の医療機関を調査対象とした。
• 調査対象医薬品のうち、使用履歴がある医薬品の添付文書改定情報を、何らかの

手段で入手していた医療機関は全体の96.2%

添付文書改訂情報の入手手段 【複数回答】

①調査対象医薬品の選定

 同時期に添付文書改訂があ た医薬品から４ ５品目を選定 添付文書改訂情報の入手手段 【複数回答】

• 「製薬企業のMR」「製薬企業からのDM」「DSU（医薬品安全対策情報）」「医薬品・
医療機器等安全性情報」が多く利用されている

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 同時期に添付文書改訂があった医薬品から４～５品目を選定

②アンケート対象機関の選定

 ＷＡＭ-ＮＥＴ登録機関から無作為抽出 計
３
回

75.5%

53.4%

13.1%

2.6%

製薬企業のMR

製薬企業のダイレクトメール

製薬企業のホームページ

製薬企業からのファックス

卸 デ

③Ｗｅｂアンケートの実施

回
実
施

＜条件＞
・ 対象医薬品の使用が予想される機関
・ 病院・診療所各1,500施設、計3,000施設

依頼状の送付

調査結果①

17.7%

22.7%

24.7%

48.2%

53.1%

卸（ディーラー）のMS

医薬品医療機器総合機構のホームページ
医薬品医療機器総合機構からの　医薬品医療機

器情報配信サービス（プッシュメール）
医薬品・医療機器等安全性情報

Drug Safety Update　（医薬品安全対策情報）

 回収期間： 1ヶ月
 回答対象者： 医薬品安全管理責任者

回収率： 14.6% （9,000箇所に依頼状を送付、うち1,309施設が回答）

医療機関運営形態： 病院81.7%、診療所18.3%

15.5%

4.1%

2.3%

民間の医療関連サイトからの情報（メール等）

その他

本調査により初めて知った



平成21年度 適正使用情報提供状況確認等事業 結果概要（続）

調査結果④

添付文書改訂情報の周知方法 【複数回答】

調査結果③

添付文書改訂情報の入手時期 添付文書改訂情報の周知方法 【複数回答】

• 診療所では「医師等へ口頭で指示」「情報を印刷して回覧」が多い
• 病院では「情報を印刷して配布」「薬事委員会等で説明」が多い

添付文書改訂情報の入手時期

• プッシュメール登録群は改訂指示から1ヶ月以内情報入手割合が高い

％
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ヶ
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後

情報を印刷して配布
院内へ掲示
情報を印刷して回覧
薬事委員会等で説明
使用している医師等へ口頭で指示
使用してる患者のカルテへ注意書きを貼付

添付文書改訂情報の周知の際の問題点【自由回答】
添付文書改訂情報の入手の際の問題点【自由回答】

時
登録している 登録していない

使用してる患者のカルテ 注意書きを貼付
電子メールで周知
オーダリング、電子カルテシステム上で　メッセージとして表示
職員向けHPで周知
その他
周知していない

• 現場職員の情報の重要性への認識不足（43件）
• 情報量が多いため重要情報の選択や周知が困難（31件）
• 確実な周知方法が確立していない（31件）
• 人員不足・時間不足で周知が困難（19件）
• 情報発信・周知後の周知徹底ができない（12件）

• 製薬企業によって情報伝達能力（MR教育）に差がある（71件）
• 情報の重要度・緊急度が不明（63件）
• 情報量が多すぎる・改訂頻度が高すぎる（43件）
• 情報提供時期・内容に統一性がない（26件）
• 情報を確実に入手できているか不明（15件）

まとめと考察

情報提供手段としてのプッシュメールの役割・・・「気付き」の機会の提供、
公的機関による正確な情報伝達（MRによる情報提供の補完的役割）

能動的な情報入手手段の活用促進・・・公的機関のHP等へのアプローチの起点としてのプッシュメールの活用
プッシュメールによる早期情報入手の可能性・・・プッシュメールによる情報提供の迅速性

診療所を中心とした
プッシュメール登録の推進



プッシュメールサービスの課題
（適正使用情報提供状況確認等事業報告書より）

○重要度による分類

・「必読」といった文言を入れるなど、件名で重要度がわかるようにしてほしい

・緊急安全性情報等重要な情報は重要度高のメールとして配信してほしい

○送信時の工夫

・読むのに時間がかかるので、全体の概要と必要項目を選択できるものにしてほしい

・重要な情報のみ送付してほしい

・医療機器の情報も含まれているが、医薬品に特化した情報のほうがよい

・情報種別についてさらに細かく登録し、必要な情報に入手できるようにしてほしい

・メールに内容を添付するなど、HPを閲覧することなく内容確認可能にしてほしい

・テキスト形式にしてほしい、回収情報の対象範囲を広げてほしい

・見出しを工夫してほしい、フリーメールに対応してほしい、メーカーからの情報提供と

の時間差を無くしてほしい

○その他

・コンピュータを使った情報入手について入り口で困難を感じる

・患者背景がわからない



情報配信サービスへの登録方法

http://www.info.pmda.go.jp



医薬品医療機器情報配信サービス新規登録入り口



医薬品医療機器情報配信サービス利用規約への同意画面



ユーザー登録情報入力画面



ユーザー登録内容確認画面



ユーザ仮登録完了画面



仮登録（仮パスワード発行）のお知らせメール



仮パスワードを変更します



ログイン画面



初期パスワード変更画面



パスワード変更確認画面



登録完了のお知らせが届きます

手続き終了



情報配信メールのイメージ



登録後にログインすると過去の配信内容を確認できます
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